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今年はブナの実などが凶作のため、人里へのクマの出没が多くなり、人身被害も発生したことから警戒を強化しています。

また、ブナの実などはイノシシ等の鳥獣も食料としていることから、今後は農作物や農地の被害も考えられるため、令和８年度に電気柵の設置を希望する方への追加要望の受付を行います。

次の内容をご確認のうえ貸出しを希望される方は、期限までに要望書をご提出ください。

１．事業概要

　内　容：電気柵の新規貸出し（資材費の全額を補助）
　対　象：クマ・イノシシ用柵（３段）、ハクビシン用柵（４段）、サル用柵（８段）等

　要　件：次の要件を満たすもの
　　　　　①実際に被害が発生している農地であること。
　　　　　②被害状況に対し、電気柵設置により費用対効果が見込まれること。
③耕作者３戸以上で設置し、共同管理すること。
　　　　　④８年間継続して使用すること。
２．申込方法
　貸出しを希望される方は、別紙要望書に必要事項を記入の上、ご提出ください。

　「要望書配布及び提出場所」：妙高市役所農林課・妙高高原支所・妙高支所　
要望書は市ホームページからもダウンロードできます。　　　　　　　　　      
　◎提出期限：令和７年１１月１０日(月)＜期限厳守＞
３．留意事項

　○実際に被害が発生している農地が対象です。
　　要望書提出の際、別紙「鳥獣による農作物等被害状況調査票」の提出が必要です。

　○要望書提出後に現地の状況を確認しますので、設置場所の地図の添付をお願いします。

　○貸出しの際、管理委託契約の締結を行います。

　○国の交付金を活用している事業ですので、設置場所が要望時と異なる場合、設置者へ資材費
の交付金の返納などが生じます。設置場所、延長は要望時と変更が無いようにしてください。
○予算の都合上、すべての要望にお応えすることができない場合があります。
	◆お問合せ・ご連絡先

妙高市鳥獣被害対策協議会事務局
妙高市 農林課農業振興係　後藤

電話：７４－００２７（直通）　有線：２－３３８１


電気柵の貸出しを行います








